
本
稿
で
は
「
藩
政
資
料
に
み
ら
れ
る
江
戸
初
期
の
宗
教
活
動
」〔
そ
の
一
〕
と
し
て
、
曹
洞
宗
の
大
事
は
修

業
の
一
つ
で
あ
る
深
溝
松
平
家
菩
提
寺
本
光
寺
の
江
湖
会
、
各
種
の
法
要
を
中
心
に
調
査
を
試
み
た
。
今
回

も
こ
れ
に
引
き
続
き
、
寛
文
九
年
松
平
忠
房
は
数
度
の
転
封
を
へ
て
肥
前
島
原
に
就
封
し
て
い
る
。
こ
の
就

封
し
た
時
は
島
原
の
乱
後
三
十
年
の
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
就
封
以
来
の
島
原
藩
に
お
け
る
藩
資
料
で
あ
る『
島

原
藩
日
記
』（
万
覚
書
）
が
松
平
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
江
戸
初
期
か
ら
幕
末
ま
で
七
三
六

冊
と
膨
大
な
数
で
あ
る
。
ま
た
、こ
の
資
料
の
他
に『
深
溝
世
紀
』を
み
た
い
。
明
治
に
な
る
版
籍
奉
還
に
よ
っ

て
島
原
藩
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
歴
代
藩
主
の
業
・
藩
内
外
の
事
情
を
ま
と
め
て
後
世
に
伝
え

る
べ
く
明
治
三
年
に
編
纂
事
業
を
起
し
、
藩
校
稽
古
館
教
授
渡
辺
政
弼
氏
を
中
心
に
編
纂
事
業
に
取
り
か
か

り
完
成
さ
せ
て
い
る
。『
藩
日
記
』『
家
譜
』『
諸
記
録
』
を
藩
士
に
呼
び
か
け
て
収
集
し
て
、
全
二
十
巻
・

十
五
冊
（
明
治
五
年
）
が
完
成
し
て
い
る
。
こ
れ
を
『
深
溝
世
紀
』
と
名
づ
け
て
い
る
。

こ
の
『
島
原
藩
日
記
』
と
『
深
溝
世
記
』
を
中
心
に
江
戸
初
期
の
島
原
藩
域
（
島
原
半
島
、
大
分
県
豊
後

高
田
・
宇
佐
）
の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
み
た
い
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
資
料
は
長
崎
県
島
原
市
教
育
委
員
会

発
行
の
翻
刻
本
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、こ
の
資
料
を『
島
原
藩
日
記
』を『
日
記
』、

『
深
溝
世
紀
』
を
『
世
紀
』
と
略
し
て
示
し
た
。

は
じ
め
に

本
稿
は
、
江
戸
初
期
の
大
名
家
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
み
た
い
。
そ
れ
は
深
溝
松

平
家
六
代
主
殿
頭
忠
房
の
生
母
で
あ
る
福
昌
院
、
そ
の
妻
で
あ
る
永
春
院
の
葬
儀
・
法
要
を
さ
し

て
い
る
。

忠
房
の
父
は
吉
田
藩
主
で
あ
る
五
代
忠
利
で
あ
り
、
奥
方
は
松
平
蕃
頭
家
清
（
竹
谷
松
平
）
の

女
で
あ
っ
た
が
、
此
の
人
に
は
子
が
な
く
忠
房
の
生
母
は
智
多
氏
の
女
で
あ
り
、
島
原
に
住
み
福

昌
院
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
忠
房
の
妻
は
、「
君
」
と
い
っ
て
佐
賀
藩
主
鍋
島
信
濃
守
勝
茂
の

女
で
あ
り
、
永
春
院
と
号
し
、
母
は
、
徳
川
家
康
の
養
女
で
あ
る
が
、
実
は
岡
部
内
膳
正
盛
の
女

で
あ
り
、
そ
の
子
の
「
君
」
が
寛
永
十
年
一
月
忠
房
の
室
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
二
人
の
葬
儀
・
法
要
・
葬
儀
の
参
列
者
及
び
葬
儀
を
祝
し
て
の
「
閉
門
御
免
」

に
つ
い
て
論
考
を
進
め
た
い
。

長
崎
県
島
原
市
に
は
「
松
平
文
庫
」
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
藩
主
深

溝
松
平
忠
房
の
就
封
以
来
、
明
治
の
世
に
至
る
ま
で
二
百
余
年
に
わ
た
る
『
島
原
藩
日
記
』
が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。
七
三
六
冊
と
膨
大
な
数
で
は
あ
る
が
、
欠
落
の
月
日
、
巻
が
あ
る
。
そ
れ
は
本

稿
で
使
用
し
た
部
分
、
延
寳
年
間
に
発
生
し
た
長
崎
代
官
・
宇
佐
八
幡
宮
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

そ
の
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
を
補
う
資
料
と
し
て
、
明
治
三
年
島
原
藩
庁
は
、
藩
校
稽
古

館
教
授
渡
辺
政
弼
氏
を
中
心
に
歴
代
藩
主
の
業
績
・
藩
内
外
の
出
来
事
を
ま
と
め
た
漢
文
体
の

『
深
溝
世
紀
』
が
あ
る
。
こ
れ
で
欠
落
部
分
を
補
正
し
た
。
な
お
、『
島
原
藩
日
記
』
に
つ
い
て
は
、

島
原
教
育
委
員
会
発
行
の
一
巻
か
ら
四
巻
の
翻
刻
本
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

二
、　
島
原
藩
の
葬
送
儀
礼

（
一
）
福
昌
院
の
葬
儀

『
日
記
』
天
和
二
年
十
月
五
日
の
条
に

一
、
福
昌
院
様
御
病
気
養
生
不
被
為
叶
巳
刻
遠
行
被
遊
候　

殿
様
ニ
モ
御
正
気
有
之
内
＊
＊

藩
政
資
料
に
み
ら
れ
る
江
戸
初
期
の
宗
教
活
動
〔
そ
の
二
〕

片
山　

晴
賢
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＊
御
見
廻
御　
　

面
談
被
遊
候

と
、『
日
記
』
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
十
月
五
日
の
条
に
、
藩
主
忠
房
の
生
母
福
昌
院
は
病
気

養
生
し
て
い
た
が
、
五
日
巳
刻
（
午
前
十
時
）
に
遠
行
（
死
亡
）
が
伝
え
ら
れ
た
。
藩
に
お
い
て

は
、
江
戸
詰
に
飛
脚
を
向
か
わ
せ
て
知
ら
せ
た
。
ま
た
、
藩
士
は
お
悔
や
み
に
は
、
年
寄
・
詰
衆

共
に
御
家
中
衆
も
正
装
で
登
場
し
た
。
次
の
六
日
福
昌
院
に
は
通
常
の
食
事
を
出
し
、
御
前
十
時

に
は
藩
主
も
出
席
し
て
仏
前
を
拝
し
た
。

〔
天
和
二
年
〕
十
月
七
日
に
、

殿
様
棟
／
御
装
束
御
烏
帽
子
被
召
辰
ノ
半
刻
ニ
福
昌
院
樣
へ
被
為
入
、
御
前
御
差
上
ケ
御
焼

香
終
而
御
棺
出
ル
御
供
被
遊
候
、
御
棺
御
供
御
先
へ
歩
行
目
付
壱
人
・
歩
行
士
五
人
・
女
中
・

智
多
弥
惣
左
衛
門
・
瀧
川
作
之
進
・
智
多
与
一
左
衛
門
・
牧
弥
次
左
衛
門
・
同
郷
左
衛
門
此

外
御
好
知
之
者
御
屋
敷
御
番
人
共
・
板
倉
八
右
衞
門
・
松
平
勘
解
由
・
奥
平
九
郎
左
衛
門
・

千
本
弥
五
兵
衛
・
大
目
付
壱
人
・
九
郎
左
衛
門
義
不
行
＊
断
御
屋
敷
御
門
前
ニ
罷
有
候　

殿

様
御
供
板
倉
主
膳
・
片
山
与
惣
兵
衛
・
羽
田
三
之
丞
・
今
泉
求
馬
・
小
納
戸
三
人
・
豊
岡
甚

九
郎
・
勝
井
源
五
左
衛
門
・
御
乗
物
付
中
小
姓
・
一
瀬
覚
右
衞
門
・
朝
比
奈
兵
助
右
之
分　

御
墓
所
山
迄注

１

参
候
、
此
外
御
供
ハ
御
門
よ
り
福
昌
院
様
迄
参
夫
よ
り
御
先
へ
参
候
、
御
家
中

衆
・
御
詰
衆
其
外
は
当
番
よ
り
外
何
も
御
先
へ
参
候
而
、
山
ノ
中
ニ
安
東
半
助
指
図
仕
召
置

候
〔
天
和
二
年
〕
十
月
十
一
日
に
、

一
、
於
本
光
寺
内
ニ
テ
福
昌
院
様
御
葬
礼
巳
刻
有
之
候　

殿
様
御
出
御
龕
御
供
被
遊
候
、
練

ノ
大
紋
・
烏
帽
子
・
御
太
刀
持
素
袴
ニ
テ
御
脇
指
同
前
・
御
位
牌
持
御
名
代
智
多
弥
惣
左
衛

門
・
天
蓋
智
多
与
一
左
衛
門
・
ぜ
ん
の
綱注

２

ニ
左
板
倉
八
右
衞
門
・
同
主
膳
・
奥
平
彦
左
衛
門
・

奥
平
九
郎
左
衛
門
・
片
山
与
惣
兵
衛
・
今
泉
求
馬
・
奥
平
造
酒
之
助
・
杉
新
兵
衛
・
瀧
川
作

之
進
・
右
松
平
勘
解
由
・
同
庄
三
郎
・
羽
田
三
之
丞
・
千
本
弥
五
兵
衛
・
鵜
殿
九
郎
右
衞
門
・

板
倉
三
右
衞
門
・
保
母
孫
十
郎
・
牧
郷
左
衛
門
何
も
熨
斗
目
上
袴
着　

御
前
御
焼
香
相
済
何

も
焼
香
参
拝
仕
候
、
智
多
弥
惣
左
衛
門
・
与
一
左
御
門
練
ノ
素
襖
袴
着

一
、於
本
光
寺
今
夕
よ
り
十
三
日
朝
迄
御
法
事
被　

仰
付
候　

殿
様
暮
合
ニ
御
参
詣
被
遊
候
、

年
寄
共
御
先
へ
伺
公
申
候

と
、『
日
記
』
の
中
の
記
事
で
あ
る
、
こ
れ
は　

十
月
五
日
福
昌
院
が
食
を
そ
こ
な
う
や
快
復
す

る
か
と
思
わ
れ
た
が
、
や
つ
れ
て
や
ま
い
に
わ
か
に
進
み
、
公
は
急
ぎ
母
の
病
状
を
見
る
も
、
し

ば
ら
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
公
は
悲
し
み
、
使
い
を
江
戸
詰
・
老
中
に
母
が
島
原
で
卒
し
た
こ
と

を
伝
え
た
。

十
月
七
日
に
円
山
に
葬
し
た
（
現
在
の
本
光
寺
の
裏
山
）。
公
は
葬
儀
に
先
立
ち
練
の
衣
冠
を

正
し
て
、
屋
敷
で
母
に
膳
を
供
え
、
香
を
焚
き
お
参
り
し
た
。
母
は
藩
士
智
多
氏
の
出
で
あ
っ
た

為
、
そ
の
親
戚
が
従
い
、
そ
の
後
を
藩
士
も
会
葬
し
た
。
辻
固
は
城
か
ら
寺
ま
で
七
ヶ
所
を
配
置

し
て
墓
所
の
円
山
ま
で
安
全
を
期
し
た
。
振
舞
を
寺
に
設
け
て
藩
士
に
こ
れ
を
と
ら
し
む
。
十
日

本
光
寺
に
詣
で
て
位
牌
を
拝
し
た
。

十
一
日
葬
儀
を
行
う
。
藩
主
は
練
の
大
紋
衣
と
烏
帽
子
を
つ
け
、空
棺
を
担
い
で
四
門注

３

を
巡
り
、

近
侍
二
人
太
刀
を
持
ち
従
っ
た
。
二
人
家
老
は
左
右
に
分
か
れ
、
諸
老
臣
及
び
智
多
氏
の
親
類
と

共
に
棺
を
引
く
善
の

を
引
い
た
。
藩
主
は
仏
壇
に
進
ん
で
香
を
持
っ
て
三
拝
し
、
位
牌
を
仏
壇

に
安
置
し
た
。
藩
主
の
姿
は
法
会
に
参
加
す
る
人
々
の
中
で
も
っ
と
も
謹
厳
で
あ
っ
た
。
福
昌
院

が
亡
く
な
っ
て
、
四
十
九
日
に
至
る
ま
で
斎
を
設
け
て
朝
夕
、
二
夜
三
回
読
経
し
て
い
る
。
そ
し

て
し
ば
ら
く
円
山
の
墓
に
詣
で
、
ま
た
一
室
で
静
か
に
佇
ん
で
外
に
は
出
な
か
っ
た
。
そ
の
後
家

老
板
倉
房
勝
が
福
昌
院
の
形
見
を
差
し
上
げ
る
と
仏
壇
の
前
に
坐
し
て
こ
れ
を
受
け
た
。

そ
の
後
、
母
を
亡
く
し
た
公
の
心
情
を
表
わ
し
た
記
事
が
『
世
紀
』
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
み
る
と
、

十
月
二
十
五
日
院
の
遺
言
を
も
っ
て
斎
を
除
か
ん
こ
と
を
請
う
も
聴
か
ず
。
十
一
月
十
日
本

光
寺
主
請
い
て
曰
く
、「
世
人
父
母
の
喪
に
居
る
こ
と
已
に
小
練
の
忌
を
過
ぐ
れ
ば
則
ち
解

菜
す
。況
ん
や
公
侯
に
於
て
を
や
。願
わ
く
は
世
俗
に
隨
い
て
宜
し
く
齋
食
を
除
く
べ
し
」と
。

公
答
え
ず
。
明
日
房
勝
乾
魚
の
膳
を
差す

す

む
。
公
之
を
却
け
て
曰
く
、「
寡
人
齋
を
持
し
て
喪

を
終
え
ん
の
み
」
と
。
房
勝
遺
命
を
以
て
之
を
強
う
。
公
刋ベ

ン

強
し
て
之
に
従
う
。
近
邦
の
諸

侯
喪
を
聞
き
使
を
し
て
之
を
弔
わ
し
む
。
司
賓
を
置
き
て
接
待
す
。
親
藩
の
使
者
と
雖
も
之

を
見
ず
。
或
い
は
四
方
他
事
を
以
て
書
信
を
贈
ら
ば
老
臣
を
し
て
謝
せ
し
め
て
曰
く
、「
寡

君
老
母
の
喪
に
居
り
。
故
に
親
答
せ
ず
」
と
。
十
一
月
二
十
六
日
公
喪
を
免
じ
、
沐
浴
し
て

魚
膳
に
服
し
、
書
院
に
出
で
て
諸
士
を
見
る
。
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と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
十
月
二
十
五
日
福
昌
院
の
遺
言
を
以
て
斎
を
除
か
ん
と
す
る
が
、
藩
主

は
聴
か
ず
、
十
一
月
十
日
に
本
光
寺
の
住
職
か
ら
「
世
の
人
は
父
母
の
喪
に
対
し
て
小
練
の
忌

（
三
十
五
日
目
の
忌
日
）
を
過
ぎ
る
と
、齋
食
を
や
め
て
い
る
の
で
公
も
よ
く
考
え
て
ほ
し
い
」
と
、

ま
た
家
老
の
板
倉
も
進
め
た
が
食
し
な
か
っ
た
。
九
州
各
地
の
大
名
・
親
藩
の
使
用
に
も
会
わ
な

か
っ
た
が
、
十
一
月
二
十
六
日
よ
う
や
く
喪
を
や
め
て
、
諸
士
た
ち
に
会
っ
た
。

（
二
）
福
昌
院
の
法
要

天
和
三
年
十
月
五
日
に
福
昌
院
の
一
周
忌
法
要
が
本
光
寺
で
行
わ
れ
、
四
日
目
に
懺
法
あ
り
。

貞
享
元
年
十
月
四
日
に
は
三
年
忌
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
、
福
昌
院
様
三
年
忌
ニ
付
於
本
光
寺
今
晩
よ
り
御
法
事
有
之
候
、
彦
左
衛
門
奉
御
用
人
小
右
衛

門
　
　

覚

一
、
非
時
二
汁
五
菜

僧
衆
十
壱
人　

晴
雲
寺
江
東
寺
弟
子
、
有
家
村
神
泉
寺
参
合
候

彦
左
衛
門
・
小
右
衛
門
・
左
次
兵
衛
台
所
方
・
盛
方
之
者
寺
内
沙
弥
多
福
軒注

４

寺
内
沙
弥
等
非

時
被
下
候

一
、
番
足
軽
表
門
庫
裏
口
衆
寮
式
人
充
、
表
門
小
頭
壱
人

一
、
客
殿
前
表
門
大
釣
灯
弐
ツ
充

一
、
掃
除
之
者
五
人

一
、
家
具
手
伝
足
軽
弐
人　

是
ハ
御
台
所
家
具
之
者
、
神
主
様
御
祭
ニ
付
不
足
故
参
有

一
、
懺
法　

一
坐

一
、
殿
様
懺
法
半
過
候
節
御
左
右
申
上
候
付
御
参
詣
被
遊
候
、
老
中
・
諸
分
・
御
家
中
何
も

参
詣
申
候

一
、
右
懺
法
終
而
僧
衆
へ
後
段
餅
出
ル

一
、
彦
左
衛
門
義
本
光
寺
へ
相
勤
御
夜
詰
ニ
不
出

貞
享
元
年
十
月
五
日
の
条

一
、
於
本
光
寺
御
法
事
覚

一
、
早
朝
行
事
終
而
施
餓
鬼

一
、
早
朝
僧
衆
ヘ
粥
出
ル

一
、
年
寄
中
・
詰
衆
・
番
頭
衆
御
齋
被
下
候
、
滝
川
作
之
進
御
齋
被
下
候
、
栗
原
嘉
加
平
次

本
光
寺
ニ
而
殿
樣
御
逢
御
齋
振
廻
可
申
由
御
意
有
之
事

一
、二
汁
五
菜
之
調
菜
也　

勝
手
衆
寺
内
沙
弥
等
迄
被
下
候

一
、
僧
衆
布
施
壱
貫
文
充
、
役
者
布
施
弐
壱
百
文
充
、
小
僧
ニ
五
百
文
、
不
聞
ニ
三
百
文
、

沙
弥
門
前
之
多
福
軒
も
の
ニ

一
、
当
町
座
頭
・
盲
女
ニ
壱
貫
文
被
下

一
、
殿
樣
寅
刻
神
主
樣
御
祭
被
遊
年
寄
共
何
も
罷
出
相
勤
申
候
、
御
祭
過
御
廟
へ
御
参
詣
被

遊
、
夫
よ
り
本
光
寺
施
餓
鬼
之
内
御
参
被
遊
候
、
何
も
詰
分
・
御
家
中
参
詣
申
候

一
、
彦
左
衛
門
義
未
明
よ
り
本
光
寺
へ
相
勤
申
候
故
御
祭
ニ
不
出

一
、
於
本
光
寺
、
閉
門
御
免
世
古
徳
兵
衛
・
棟
梁
丈
右
衞
門
・
舟
津
之
者
籠
舎
御
免　

町
座

頭
札
郡
村
々
廻
申
候
節
御
断
無
之
馬
ニ
乗
申
候
、
依
之
此
度
よ
り
村
廻
之
義
御
指
留
有
之
候

へ
共
今
日
御
赦
免
被
遊
候
、
堂
崎
村
兵
右
衛
門
籠
舎
御
赦
免
被
遊
候
、
御
中
間
科
代
赤
土
持

御
馬
屋
科
代
之
者
御
免
於
本
光
寺
申
渡
候
、
徳
兵
衛
本
光
寺
へ
罷
出
御
礼
申
上
候

と
あ
り
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
十
月
四
日
の
福
昌
院
の
法
要
の
準
備
と
同
時
に
懺
法
一
坐
が

あ
り
、
そ
れ
は
僧
衆
十
一
名
（
晴
雲
寺
・
江
東
寺
・
有
家
神
泉
寺
）
か
ら
集
め
ら
れ
、
ま
た
藩
主

と
家
中
一
同
出
席
し
て
い
る
。
さ
ら
に
本
光
寺
の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

の注
５

多
福
軒
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ

は
島
原
藩
に
お
け
る
こ
の
法
要
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
神
主
樣
が
出
席
し
て
い
る

こ
と
、「
神
仏
混
淆
」
の
考
え
方
。
五
日
は
施
餓
鬼
会
が
あ
り
、
出
席
の
人
に
食
事
の
振
舞
が
な

さ
れ
、
ま
た
僧
衆
・
役
者
・
小
僧
・
不
聞
・
沙
弥
・
多
福
軒
・
座
頭
・
盲
女
に
も
そ
れ
ぞ
れ
御
布

施
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
最
後
に「
閉
門
御
免
」の
布
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
後
に
論
じ
た
い
。

（
三
）
永
春
院
の
法
要
・
葬
儀

貞
享
三
年
七
月
六
日
に
永
春
門
院
が
腫
物
の
病
気
が
発
病
し
た
こ
と
を
、
江
戸
よ
り
島
原
に
知

ら
さ
れ
た
。
江
戸
で
は
そ
の
日
に
奥
様
の
祈
禱
を
伊
勢
神
宮
に
お
願
い
に
使
を
送
り
、
七
月
九
日

鍋
島
和
泉
守
樣
よ
り
歩
行
使
が
来
て
二
・
三
日
逗
留
し
て
い
る
。
藩
で
は
奥
様
の
症
状
を
佐
賀
・
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鹿
島
に
知
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
享
三
年
八
月
一
八
日
と
な
る
と
、

一
、
江
戸
よ
り
去
五
日
亥
之
刻
出
之
飛
脚
夜
中
子
之
刻
着
、
是
ハ
奥
様
御
遠
行
に
付
御
機
嫌

伺
と
し
て
江
戸
詰
衆
よ
り
飛
脚
仕
立
指
越
候

と
、
八
月
十
八
日
に
永
春
院
が
死
亡
し
た
こ
と
を
二
十
二
日
遅
れ
で
島
原
に
知
ら
さ
れ
、
す
ぐ
に

長
崎
に
居
る
藩
主
に
知
ら
せ
た
。
江
戸
で
は
そ
の
後
、
奥
様
の
お
棺
を
深
溝
本
光
寺
（
愛
知
県
額

田
郡
幸
田
町
深
溝
内
山
十
七
）
に
向
か
っ
て
八
月
十
一
日
に
出
発
し
て
い
る
。

貞
享
三
年
八
月
二
十
五
日
、
二
十
六
日
、
二
十
七
日
に
か
け
て
島
原
で
永
春
院
の
法
要
が
挙
行

さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
二
十
五
日
は
、
本
光
寺
で
夜
藩
主
親
子
と
七
ツ
過
（
朝
三
時
）
ま
で
仏

詣
、
家
中
の
主
だ
っ
た
人
は
正
装
し
て
参
加
。
二
十
七
日
本
光
寺
之
日
ノ
出
頃
に
仏
詣
で
、
法
事

は
五
ツ
過
ぎ
に
終
了
。
領
分
の
出
家
衆
参
加
。
ま
た
、
佐
賀
の
妙
伝
寺
で
は
二
夜
三
日
の
法
事
が

挙
行
さ
れ
、
殺
生
・
音
曲
が
三
日
間
停
止
さ
れ
た
。

九
月
五
日
法
事
、
多
福
軒
に
は
銀
三
枚
・
ご
ぜ
出
座
頭
に
布
施
が
施
さ
れ
て
い
る
。

九
月
六
日
、
島
原
藩
よ
り
派
遣
さ
れ
た
、
片
山
与
惣
兵
衛
、
松
尾
造
酒
よ
り
連
判
の
手
紙
が
来

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
永
春
院
の
遺
族
十
一
日
江
戸
を
立
ち
十
八
日
午
刻
深
溝
着
、
三
河
本

光
寺
よ
り
使
僧
境
ま
で
出
迎
え
案
内
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
一
行
の
中
に
＊
や
庄
兵
衛
・
魚
屋
五

兵
衛
は
江
戸
よ
り
深
溝
ま
で
参
加
、庄
兵
衛
は
髷
を
切
っ
た
事
を
「
不
便
」
と
し
て
い
る
事
は
「
都

合
が
悪
い
」
と
し
て
い
る
が
、『
世
紀
』
に
よ
る
と
、

此
月
十
一
日
江
戸
を
発
棺
す
。
十
八
日
深
溝
に
到
る
。
既
に
し
て
窆
り
、
従
士
四
人
髻
を
斬

り
て
壙
に
埋
む
（
下
田
新
之
丞
・
稲
吉
堪
四
郎
・
藤
山
六
右
衛
門
・
小
島
作
右
衛
門
）。
紺

屋
庄
兵
衛
・
魚
屋
五
兵
衛
は
江
戸
の
商
な
り
。
平
昔
夫
人
の
眷
顧
を
受
く
る
を
以
て
共
に
棺

に
隋
い
て
深
溝
に
至
る
。
庄
兵
衛
悲
歎
に
堪
え
ず
終
に
其
の
髪
を
薙き

る
。

と
あ
り
、
髪
を
切
る
と
は
正
式
に
は
出
家
す
る
こ
と
を
表
わ
す
が
、
こ
こ
で
は
悲
し
さ
を
表
わ
す

為
に
髪
を
髻
の
部
分
か
ら
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
哀
悼
の
意
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
東
廟
所
の

入
口
に
あ
る
塔
は
遺
髪
・
歯
・
爪
を
納
め
た
塔
で
あ
る
。
島
原
・
江
戸
詰
め
の
人
が
、
当
主
の
葬

列
が
代
参
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
遺
髪
を
当
主
と
同
じ
場
所
に
埋
め
よ
う
と
い
う
追
善

の
埋
葬
様
式
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
殉
死
者
」
の
遺
髪
・
分
骨
を
当
主
の
墓
地
近
く
に
埋
葬
す
る

例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

同
じ
く
九
月
六
日
の
記
述
に
、

一
、
御
棺
道
中
少
も
無
滞
深
溝
迄
御
着
此
上
御
供
之
面
々
仕
合
存
候
、
江
戸
に
て
伽
羅
沈
香

沢
山
ニ
御
渡
被
遊
候
故
、
道
中
煙
絶
不
申
候
程
ニ

と
あ
る
、
伽
羅
沈
香
で
あ
る
が
、
伽
羅
は
黑
沈
香
木
と
訳
し
、
沈
香
属
の
木
か
ら
作
っ
た
香
料
。

沈
香
は
水
に
沈
む
ほ
ど
重
い
香
料
。
こ
れ
ら
南
蛮
物
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
長
崎
貿
易
で
輸
入
し

た
こ
と
が
『
日
記
』
の
中
に
見
ら
れ
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、「
か
す
て
い
ら
」「
ち
ん
た
」（
ブ

ド
ウ
酒
）「
麝
香
」
等
多
く
の
物
が
輸
入
さ
れ
た
事
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
こ
の
『
日
記
』
九
月
六
日
の
最
後
の
部
分
に
、

一
、
今
度
御
法
事
ニ
付
長
円
寺
・
長
満
寺
・
三
光
院
・
浄
光
坊
諷
経
被
出
候　

長
円
寺
銀
五

枚
長
満
寺
三
枚
三
光
院
弐
枚
浄
光
坊
弐
枚
出
申
候

一
、
こ
せ
座
頭
へ
之
被
下
銀
八
田
昭
称
一
左
衛
門
相
談
、
両
様
金
六
両
出
申
候

と
あ
り
、
三
河
本
光
寺
で
行
わ
れ
た
永
春
院
の
葬
儀
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
葬

儀
に
は
島
原
藩
の
『
日
記
』
書
記
は
出
席
し
て
い
な
い
様
で
あ
る
。
ま
た
長
円
寺
は
本
光
寺
八
世

が
勸
請
開
山
で
二
世
は
同
系
の
九
世
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
九
世
は
長
円
寺
本
随
聞
記
（
正
法
眼
藏

随
聞
記
）
を
書
写
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
た
い
。

（
四
）
本
光
寺
と
御
廟
所

三
河
本
光
寺
（
愛
知
県
幸
田
町
）
の
廟
所
は
、
西
と
東
に
分
か
れ
て
い
て
、
西
廟
所
は
本
堂
の

正
面
に
あ
り
、
初
代
か
ら
四
代
ま
で
の
石
塔
、
五
代
を
祀
る
尚
影
堂
が
あ
り
、
六
代
の
子
息
（
本

朝
孝
子
伝
に
記
載
あ
り
）
の
た
め
の
石
祠
、
十
一
代
と
な
っ
て
い
る
。

東
廟
所注

６

に
は
十
五
も
の
石
祠
が
並
ん
で
い
る
。
六
代
か
ら
十
九
代
ま
で
の
石
祠
、
さ
ら
に
六
代

忠
房
の
正
室
永
春
院
の
石
祠
も
造
ら
れ
て
い
る
。

島
原
本
光
寺
蔵
『
大
檀
公
法
号
』（
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
））
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　

元
房
芳
公
又
号
忠
景　

八
月
六
日

　
　
　
　

良
翁
源
忠
居
士

　
　
　
　
　

弥
三
郎
大
炊
助
親
氏
庶
弟
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忠
定
公　

享
禄
四
年

卯辛
六
月
九
日

（
初
代
）　

本
光
寺
殿
實
巖
源
参
大
居
士

　
　
　
　
　

元
芳
公
大
炊
助

　
　
　
　
　

参
州
額
田
郡
岩
津
住
居
後
移
深

　
　
　
　
　

溝
城
建
本
光
寺
始
討
取
小
美
村
保

　
　
　
　
　

母
村
實
當
家
祖

　
　
　
　
　

好
景
公　

永
禄
四
年

酉辛
四
月
十
五
日

（
二
代
）　

光
眞
院
殿
孤
峯
源
秀
大
居
士

　
　
　
　
　

大
炊
助
参
州
深
溝
城
ニ
住
居
奉
仕

　
　
　
　
　

神
祖
賜
参
州
中
島
長
良
両
郷
興

　
　
　
　
　

東
條
吉
良
義
諦
戦
於
善
明
堤
丹
宮

　
　
　
　
　

討
死
行
年
四
十
四
族
家
臣
三
十
騎
共
戦
死

　
　
　
　
　

伊
忠
公　

天
正
二
年

戌甲
五
月
二
十
一
日

（
三
代
）　

慈
光
院
殿
悟
溪
源
了
大
居
士

　
　
　
　
　

又
八
郎
主
殿
助

　
　
　
　
　

参
州
深
溝
城
住
居
同
州
長
篠
城
之
役

　
　
　
　
　

與
武
田
勝
頼
戦
鳶
巣
討
死
行
年
三
十
九

　
　
　
　
　

家
忠
公　

慶
長
五
年

子庚
八
月
朔
日

（
四
代
）　

慈
雲
院
殿
賀
屋
源
慶
大
居
士

　
　
　
　
　

又
八
郎
主
殿
助
従
五
位
下
四
品
参
州

　
　
　
　
　

深
溝
城
住
居
天
正
十
八
年
庚
寅
神
祖
領

　
　
　
　
　

東
関
八
州
以
江
戸
城
為
麾
下
給
家
忠

　
　
　
　
　

同
州
忍
城
辰
邑
一
万
石
文
禄
元
年

辰壬

　
　
　
　
　

總
州
上
代
又
移
領
同
州
小
美
川
慶
長
五
年

子庚

　
　
　
　
　

石
田
三
成
黨
圍
伏
見
城
家
忠
與
鳥

　
　
　
　
　

居
元
忠
守
城
八
月
朔
日
拒
テ
島
津
氏

　
　
　
　
　

戦
死
年
四
十
六
従
士
八
拾
五
人
戦
死

　
　
　
　
　

忠
利
公　

寛
永
九
年

申壬
六
月
五
日

（
五
代
）　

壽
松
院
殿
超
山
源
越
大
居
士

　
　
　
　
　

又
八
郎
主
殿
助
従
五
位
下
四
品
總
州
小
美
川
城

　
　
　
　
　

住
居
慶
長
元
年
丙
辰
於
台
徳
院
殿
御
前

　
　
　
　
　

元
服
授
御
諱
字
賜
雲
次
御
剱
後
請

　
　
　
　
　

賜
舊
土
乃
授
深
溝
城
治
西
郡
九
年

辰甲

　
　
　
　
　

叙
従
四
品
十
七
年
壬
子
改
賜
三
品
吉
田
城
加

　
　
　
　
　

食
禄
領
三
万
石
卒
於
吉
田
城
春
秋
五
十
一

　
　
　
　
　

忠
房
公　

元
禄
十
三

辰庚
十
月
朔
日

（
六
代
）　

與
慶
院
殿
泰
雲
源
通
大
居
士

　
　
　
　
　

主
殿
頭
大
炊
頭
従
五
位
下
四
品
寛
永
九

　
　
　
　
　

年
壬
申
移
封
同
州
刈
屋
城
丹
州
福
知
山

　
　
　
　
　

城
加
其
禄
四
万
六
千
石
領
家
綱
公
御
代

　
　
　
　
　

加
食
禄
二
万
石
賜
肥
前
島
原
城
於
住
戸

　
　
　
　
　

三
田
臺
卒
六
十
春
秋
八
十
二

　
　
　
　
　

忠
雄
公　

享
保
二
十
一
年

辰丙
二
月
七
日

（
七
代
）　

瑞
光
院
殿
徳
雲
源
通
恭
大
居
士

　
　
　
　
　

主
殿
頭
大
炊
頭
従
五
位
下
四
品
実
松
平

　
　
　
　
　

利
兵
衛
長
子
肥
前
島
原
城
住
居
江
戸

　
　
　
　
　

於
敷
竒
屋
敷
卒
ス
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忠
俔
公　

元
文
三
年

午戊
三
月
十
四
日

（
八
代
）　

玉
竜
院
殿
潭
水
源
澄
大
居
士

　
　
　
　
　

従
五
位
下
主
殿
頭
島
原
城
主
於

　
　
　
　
　

同
所
卒
ス

　
　
　
　
　

忠
刻
公　

寛
延
二
年

巳己
五
月
八
日

（
九
代
）　

竜
院
殿
是
山
源
誰
大
居
士

　
　
　
　
　

八
十
郎
主
殿
頭
従
五
位
下
実
松
平
日
向
守

　
　
　
　
　

勘
敬
男
島
原
城
主
江
戸
参
勤
之
節

　
　
　
　
　

於
防
州
下
松
卒
行
年

　
　
　
　
　

忠
恕
公　

寛
政
四
年

子壬
四
月
廿
七
日

（
十
代
）　

瑞
應
院
殿
麒
嶽
源
麟
大
居
士

　
　
　
　
　

従
五
位
下
主
殿
頭
島
原
城
主
寛

　
　
　
　
　

政
四
年

子壬
四
月
朔
日
島
原
依
洪

　
　
　
　
　

波
山
崩
暫
移
居
城
北
守
山
村
莊
屋

　
　
　
　
　

十
九
月
城
之
内
外
巡
見
偶
値
病
卒

　
　
　
　
　

行
年
五
十
一
家
督
宝
暦
十
二
午
壬

　
　
　
　
　

勘
敬
男
島
原
城
主
江
戸
参
勤
之
節

　
　
　
　
　

於
防
州
下
松
卒
行
年

　
　
　
　
　

忠
馮
公　

文
政
二
年

卯己
正
月
廿
八
日

（
十
一
代
）
麗
商
院
殿
緝
敏
源
凞
大
居
士

　
　
　
　
　

従
五
位
下
主
殿
頭
島
原
之
城
主
江
戸

　
　
　
　
　

於
數
竒
橋
屋
敷
病
卒
行
年

　
　
　
　
　

四
十
九

　
　
　
　
　

忠
侯
公　

天
保
十
一
年

子庚
四
月
九
日

（
十
二
代
）
德
巖
院
殿
有
道
源
純
大
居
士

　
　
　
　
　

従
五
位
下
主
殿
頭
島
原
之
城
於

　
　
　
　
　

同
所
卒
行
年
四
十
二

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
戦
国
時
代
に
二
代
好
景
は
「
善
明
堤
」
の
戦
い
で
家
臣
三
十
騎
と
共
に

戦
死
。
三
代
伊
忠
は「
長
篠
の
戦
」で
戦
死
。
四
代
家
忠
は
家
康
か
ら
捨
城
と
い
わ
れ
て
い
た「
伏

見
城
」
の
戦
い
で
家
臣
八
十
五
名
と
共
に
戦
死
。
こ
の
よ
う
に
三
代
連
続
で
壮
烈
な
戦
死
を
遂
げ

て
い
て
、
徳
川
家
康
に
対
す
る
忠
義
と
武
勇
の
家
柄
で
あ
る
。

深
溝
松
平
家
一
族
の
墓
地
は
そ
れ
ぞ
れ
の
菩
提
寺
が
『
大
檀
公
御
法
号
』
の
中
で
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、「
御
内
室
」
と
す
る
章
に
、

　
　
　
　
　

天
文
五
年
三
月
廿
一
日

（
１
）　

三
光
清
春
大
姉

　
　
　
　
　

忠
定
公
室

　
　
　
　
　

天
正
十
二
年

申甲
八
月
十
七
日

（
２
）　

梵
行
院
殿
潮
月
貞
音
大
姉

　
　
　
　
　

好
景
公
室

　
　
　
　
　

天
正
三
年

亥乙
四
月
廿
九
日

（
３
）　

月
屋
寿
泉
大
禅
定
尼
不
詳

　
　
　
　
　

伊
忠
公
室

　
　
　
　
　

水
野
藤
次
郎
範
妻

　
　
　
　
　

天
正
二
年

戌甲
三
月
廿
七
日

（
４
）　

心
月
泰
卯
大
姉
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伊
忠
公
室

　
　
　
　
　

寛
永
十
九
年

午壬
六
月
二
十
七
日

（
５
）　

照
光
院
殿
陽
山
貞
春
大
姉

　
　
　
　
　

家
忠
公
室　

三
州
納

　
　
　
　
　

貞
享
三
年

寅丙
八
月
五
日

（
６
）　

永
春
院
殿
昌
壽
賢
貞
大
姉

　
　
　
　
　

忠
房
公
室　

三
州
納

　
　
　
　
　

松
平
信
濃
守
勝
茂
女

　
　
　
　
　

正
徳
五
年

未乙
四
月
二
日

（
７
）　

宝
珠
院
殿
円
光
妙
照
大
姉

　
　
　
　
　

忠
雄
公
室
戸
田
山
城
守
忠
昌
女

　
　
　
　
　

江
戸
牛
込
松
原
寺
ニ
納

　
　
　
　
　

安
永
六
年

酉丁
五
月
廿
五
日

（
８
）　

冨
玅
院
殿
賢
室
珠
照
大
姉

　
　
　
　
　

忠
刻
公
室
江
戸
青
山
玉
窓
寺
葬

　
　
　
　
　

土
屋
但
馬
守
陳
道
女

　
　
　
　
　

安
永
六
年

酉丁
十
月
八
日

（
９
）　

桂
樹
院
殿
水
林
珠
照
大
姉

　
　
　
　
　

忠
恕
公
室　

江
戸
牛
込
宝
泉
寺
葬

　
　
　
　
　

真
田
伊
豆
守
信
安
女

　
　
　
　
　

文
化
九
年

申壬
十
二
月
廿
六
日

（
10
）　

豊
章
院
殿
皎
安
凉
白
大
姉

　
　
　
　
　

忠
淳
公
室　

江
戸
牛
込
宝
泉
寺
納

　
　
　
　
　

井
伊
掃
部
頭
直
幸
女

　
　
　
　
　

天
保
六
年

　未
一
月
十
七
日

（
11
）　

天
妙
院
殿
春
室
貞
曉
大
姉

　
　
　
　
　

忠
侯
公
室　

江
戸
牛
込
宝
泉
寺
納

　
　
　
　
　

井
伊
掃
部
頭
直
亮
女

　
　
　
　
　

寛
永
九
年

申壬
八
月
十
七
日

（
12
）　

日
栄

　
　
　
　
　

家
忠
公
弟
沙
弥
松
意
妙
音
院

　
　
　
　
　

遠
州
鷲
津
本
興
寺
墓
有
之

　
　
　
　
　

元
和
五
年

未己
六
月
廿
四
日

（
13
）　

松
秀
院
殿
龍
雲
源
洞
大
居
士

　
　
　
　
　

忠
利
公
弟
長
三
郎
総
兵
衛
忠
貞

　
　
　
　
　

参
州
納

　
　
　
　
　

寛
永
十
三
年

子丙
十
月
十
一
日

（
14
）　

長
松
院
殿
明
窓
理
鏡
大
姉

　
　
　
　
　

忠
利
公
妹
松
平
外
記
忠
実
室

　
　
　
　
　

三
州

　
　
　
　

 
寛
永
五
年

辰戊
十
一
月
十
七
日

（
15
）　

長
昌
院
殿
天
窓
祐
心
禅
定
比
丘
尼

　
　
　
　
　

忠
利
公
妹
松
平
志
摩
守
重
成
室
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三
州

　
　
　
　
　

慶
安
元
年

子戊
六
月
三
日

（
16
）　

翁
達
源
仙
大
禅
定
門

　
　
　
　
　

忠
房
公
弟
五
郎
七
忠
秀

　
　
　
　
　

三
州

　
　
　
　
　

寛
文
九
年

酉己
六
月
廿
三
日

（
17
）　

德
寿
院
殿
天
窓
源
祐
大
居
士

　
　
　
　
　

忠
房
公
長
子
従
五
位
下
大
炊
頭

　
　
　
　
　

忠
房
早
世　

三
州

　
　
　
　
　

享
保
三
年

戌戊
八
月
二
十
日

（
18
）　

実
相
院
殿
郭
翁
源
心
大
居
士

　
　
　
　
　

忠
房
公
二
男
右
京
亮
忠
倫

　
　
　
　
　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

貞
享
元
年

子甲
八
月
十
六
日

（
19
）　

月
桂
院
殿
露
窓
了
秋
大
姉

　
　
　
　
　

忠
房
養
女
渡
辺
大
隅
守
貞
室

　
　
　
　
　

松
平
外
記
女　

江
戸
牛
込
宝
泉
寺

　
　
　
　
　

寛
文
十
年

戌庚
九
月
二
十
八
日

（
20
）　

眞
清
院
殿
性
相
幻
空
童
子

　
　
　
　
　

忠
房
公
三
男
浄
林
寺

　
　
　
　
　

天
和
二
年

戌壬
十
月
五
日

（
21
）　

福
唱
院
殿
寿
嶽
宝
円
大
姉

　
　
　
　
　

忠
房
公
実
母　

浄
林
寺
建
立

　
　
　
　
　

延
宝
九
年

酉辛
六
月
二
十
三
日

（
22
）　

円
明
院
殿
心
月
日
詠
大
姉

　
　
　
　
　

忠
雄
公
実
母　

江
戸
淺
草
法
泉
寺

　
　
　
　
　

享
保
十
三
年

申戊
六
月
十
五
日

（
23
）　

凉
台
院
殿
竒
峰
清
雲
大
姉

　
　
　
　
　

忠
雄
公
実
女
土
岐
丹
後
守
頼
稔
室

　
　
　
　
　

江
戸
玉
窓
寺
納

　
　
　
　
　

享
保
六
年

丑辛
十
月
十
八
日

（
24
）　

善
見
院
殿
光
涌
源
明
童
子

　
　
　
　
　

忠
雄
公
男
又
八
郎
早
世

　
　
　
　
　

浄
林
寺
葬

　
　
　
　
　

享
保
十
二
年

未丁
六
月
二
十
九
日

（
25
）　

指
月
院
殿
清
操
源
照
童
子

　
　
　
　
　

忠
雄
公
男
豊
次
郎　

浄
林
寺
葬

　
　
　
　
　

享
保
八
年

卯癸
十
一
月
二
日

（
26
）　

覚
樹
院
殿
薫
室
精
円
童
女

　
　
　
　
　

忠
雄
公
女
於
貞　

浄
林
寺
葬

　
　
　
　
　

正
徳
三
年

巳癸
十
月
二
十
日

（
27
）　

白
元
院
殿
運
享
泰
栄
童
女
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忠
雄
公
女
堀
遠
江
守
適
恒
室

　
　
　
　
　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

宝
永
六
年

丑己
二
月
八
日

（
28
）　

慈
雲
院
殿
天
室
浄
真
大
姉

　
　
　
　
　

忠
雄
公
女　

江
戸
宝
泉
寺
葬

　
　
　
　
　

於
国
南
部
家
に
御
嫁
女

　
　
　
　
　

宝
永
六
年

丑己
二
月
八
日

（
29
）　

円
寿
院
殿
昌
林
善
桂
大
姉

　
　
　
　
　

忠
雄
公
妹　

玉
窓
寺
葬

　
　
　
　
　

安
永
二
年

巳癸
九
月
十
二
日

（
30
）　

真
正
院
殿
興
室
貞
揚
大
比
丘
尼

　
　
　
　
　

忠
雄
公
妾
松
平
又
八
郎
御
実
母

　
　
　
　
　

野
州
宇
都
宮
慈
光
寺
納

　
　
　
　
　

天
明
七
年

未丁
七
月
十
日

（
31
）　

太
玄
院
殿
庸
僊
義
順
大
居
士

　
　
　
　
　

忠
恕
公
二
男
内
記
大
久
保
伊
豆
守
養
子　

江
戸
青
山
天
台
宗
教
学
院

　
　
　
　
　

寛
政
十
年

午戌
三
月
七
日

（
32
）　

信
解
院
殿
一
念
不
生
童
女

　
　
　
　
　

忠
恕
公
女
於
福　

江
戸
青
山
玉
窓
寺
葬

　
　
　
　
　

寛
政
十
一
年

　未　

九
月
八
日

（
33
）　

高
嶽
解
院
殿
峯
源
栄
居
士

　
　
　
　
　

忠
恕
公
男
雄
五
郎　

江
戸
青
山
玉
窓
寺
ニ
葬

　
　
　
　
　

享
和
三
年

癸亥
六
月
八
日

（
34
）　

鏡
晟
院
殿
寿
山
貞
松
大
姉

　
　
　
　
　

忠
恕
公
女
於
照　

江
戸
青
山
玉
窓
寺
ニ
葬

　
　
　
　
　

享
和
三
年

亥癸
八
月
十
日

（
35
）　

仙
松
院
殿
獨
峯
源
高
禅
童
子

　
　
　
　
　

忠
淳
公
六
男
正
五
郎
江
戸
青
山
玉
窓
寺
ニ
葬

　
　
　
　
　

文
化
六
年

巳巳
六
月
五
日

（
36
）　

種
性
院
殿
蓬
芳
源
薫
童
子

　
　
　
　
　

忠
淳
公
九
男　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

文
化
九
年

申壬
五
月
十
九
日

（
37
）　

龍
潭
院
殿
禅
底
源
徹
大
居
士

　
　
　
　
　

忠
刻
公
男
中
務
忠
睦　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

文
化
九
年

申壬
十
一
月
三
日

（
38
）　

旌
操
院
殿
験
譽
遊
道
宗
高
大
居
士

　
　
　
　
　

忠
恕
公
男
内
記
初
友
之
丞
神
尾
主
水
養
子

　
　
　
　
　

江
戸
納

　
　
　
　
　

文
化
十
二
年

亥乙
七
月
十
一
日

（
39
）　

未
明
院
殿
夢
幻
童
女

　
　
　
　
　

忠
馮
公
子
石
満
月
出
産

　
　
　
　
　

江
戸
赤
坂
盛
德
寺
葬
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文
政
六
年

未癸
十
二
月
十
四
日

（
40
）　

梁
棟
院
殿
一
星
源
旺
童
子

　
　
　
　
　

忠
侯
公
男
恭
之
助　

浄
林
寺
葬

　
　
　
　
　

文
政
十
二
年

　丑
四
月
廿
日

（
41
）　

芙
蓉
院
殿
端
厳
妙
相
童
女

　
　
　
　
　

忠
侯
公
女
於
遊
□
妾
腹　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

天
保
二
年

卯辛
二
月
十
四
日

（
42
）　

玉
顔
院
殿
瞻
光
源
蓉
童
子

　
　
　
　
　

忠
侯
公
男
万
次
郎
妾
腹　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

天
保
四
年

　巳
十
一
月
十
四
日

（
43
）　

智
玉
院
殿
慧
光
不
昧
童
子

　
　
　
　
　

忠
侯
公
女
於
千
靏
妾
腹　

浄
林
寺

　
　
　
　
　

慶
安
二
年

丑己
九
月
十
五
日

（
44
）　

虛
山
源
太
禅
定
門

　
　
　
　
　

松
平
十
郎
兵
衛
利
弘　

参
州

　
　
　
　
　

明
暦
元
年

未乙
十
一
月
二
日

（
45
）　

明
宗
源
白
禅
定
門

　
　
　
　
　

松
平
十
三
郎
房
行
忠
房
公
州

　
　
　
　
　

息
国
千
代　

三
州
納

　
　
　
　
　

元
禄
七
年

戌甲
四
月
二
十
三
日

（
46
）　

霊
樹
院
殿
青
蔭
秀
嶂
童
子

　
　
　
　
　

忠
倫
男
弥
生
丸　

島
原
本
光
寺

　
　
　
　
　

寛
延
二
年

巳己
正
月
十
四
日

（
47
）　

妙
貞
院
殿
清
光
玉
円
大
姉

　
　
　
　
　

中
務
忠
睦
実
母　

浄
林
寺
納

　
　
　
　
　

寛
延
三
年

午庚
二
月
九
日

（
48
）　

慶
寿
院
殿
眞
諦
妙
観
大
姉

　
　
　
　
　

宝
暦
元
年

　未
二
月
九
日
ニ
直
シ
有
之

　
　
　
　
　

是
非
不
詳　

堀
遠
江
守
室

　
　
　
　
　

江
戸
駒
込
養
源
寺

　
　
　
　
　

享
保
十
四
年

酉己
十
二
月
十
九
日

（
49
）　

寒
松
院
殿
陽
岩
隣
清
大
姉

　
　
　
　
　

忠
救
室　

江
戸
玉
窓
寺
納

　
　
　
　
　

宝
暦
十
年

辰庚
五
月
二
十
日

（
50
）　

珠
明
院
殿
一
相
了
顆
大
姉

　
　
　
　
　

忠
刻
妹
松
平
豊
前
守
膳

　
　
　
　
　

尹
室　

淺
草
白
泉
寺

右
七
霊
紀
州
高
野
山
大
徳
院
江
位
牌
寄
附
有
之
卒
去

之
年
月
不
詳
牌
名
墓
可
合
考

　
　
　
　
　

元
和
五
年

未己
十
月
二
十
八
日

（
51
）　

岳
雄
院
殿
俊
譽
宗
貞
大
姉
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伊
忠
妹
松
平
伊
豆
守
信
一
室

　
　
　
　
　

京
師
智
恩
院
山
名
石
碑
在

　
　
　
　
　

寛
永
十
一
年

戌甲
九
月
十
一
日

（
52
）　

寿
光
禅
定
尼

　
　
　
　
　

家
忠
妹
戸
田
土
佐
守
尊
次
室

　
　
　
　
　

安
永
二
年

巳癸
正
月
十
八
日

（
53
）　

寿
光
院
殿
妙
英
日
浄
大
姉

　
　
　
　
　

寛
政

巳乙
二
十
三
回
忌
御
回
向
無
シ

　
　
　
　
　

忠
刻
妹
大
𦊆
宇
兵
衛
母

　
　
　
　
　

享
保
二
年

酉丁
二
月
七
日

（
54
）　

月
桂
白
信
女

　
　
　
　
　

弥
生
丸
実
母

　
　
　
　
　

永
禄
四
年

酉辛
四
月
十
五
日

（
55
）　

昌
屋
源
久
居
士

　
　
　
　
　

好
景
舎
弟
松
平
太
郎
右

　
　
　
　
　

衛
門
定
清
於
善
明
堤

　
　
　
　
　

討
死

　
　
　
　
　

慶
長
五
年

子庚
八
月
朔
日

（
56
）　

宗
源
昌
居
士

　
　
　
　
　

於
伏
見
討
死
重
勝
孫

　
　
　
　
　

松
平
堪
兵
衛
勝
正
実

　
　
　
　
　

正
徳
四
年

子甲
十
一
月
十
八
日

（
57
）　

僊
溪
院
殿
巴
水
源
流
居
士

　
　
　
　
　

勘
解
由
源
次
章　

宝
泉
寺

　
　
　
　
　

寛
永
十
六
年

卯己
二
月
三
日

（
58
）　

春
昌
院
殿
徳
翁
源
林
居
士

　
　
　
　
　

松
平
勘
解
由
左
エ
門
定
広

　
　
　
　
　

三
州
納

　
　
　
　
　

寛
延
二
年

巳己
十
二
月
二
十
九
日

（
59
）　

清
浄
院
殿

　
　
　
　
　

忠
刻
公
御
実
父
松
平
日
向
守

　
　
　
　
　

四
谷
西
迎
寺

　
　
　
　
　

宝
暦
十
年

辰庚
九
月
廿
日

（
60
）　

麗
嶽
院
殿
秋
光
寂
玄
童
子

　
　
　
　
　

土
井
伊
豫
守
嫡
栄
丸

　
　
　
　
　

淺
草
誓
願
寺

　
　
　
　
　
　
　

年
　巳
六
月
十
二
日

（
61
）　

了
心
院
昌
室
知
元
禅
尼

　
　
　
　
　

歌
光
院
殿
御
実
母　

玉
窓
寺

　
　
　
　
　

文
化
二
年

　丑
十
二
月
十
九
日
ニ
賀
儀
ハ

（
62
）　

妙
雲
院
殿　

天
保
八
年
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　

文
政
十
年

亥丁
十
一
月
五
日
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　

忠
祇
女
土
岐
山
城
主
室
於
喜
澤
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江
戸
東
海
寺
中
春
雨
庵

と
あ
る
。
こ
れ
は
深
溝
松
平
一
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
菩
提
寺
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
中
か
ら
寺
院
名
・
埋
葬
地
・
個
人
名
を
番
号
で
示
す
と
、

島
原
浄
林
寺　
　
　
　
　
　

 

18
・
20
・
21
・
24
・
25
・
26
・
27
・
37
・
40
・
41
・
42
・
43
・

47

三
州
納
（
三
河
本
光
寺
）　

５
・
６
・
13
・
14
・
15
・
16
・
17
・
44
・
45
・
58

高
野
山
大
徳
院　
　
　
　
　

51
・
52
・
53
・
54
・
55
・
56

江
戸
青
山
玉
窓
寺　
　
　
　

８
・
23
・
29
・
32
・
33
・
34
・
35
・
61

江
戸
牛
込
宝
泉
寺　
　
　
　

９
・
10
・
11
・
19
・
22
・
28
・
57

江
戸
牛
込
松
源
寺　
　
　
　

７
・

遠
州
鷲
津
本
興
寺　
　
　
　

12

野
洲
宇
都
宮
慈
光
寺　
　
　

30
・

江
戸
青
山
天
台
宗
教
学
院　

31

江
戸
赤
坂
盛
德
寺　
　
　
　

39
・
56

江
戸
駒
込
頴
源
寺　
　
　
　

48

江
戸
淺
草
白
泉
寺　
　
　
　

50

江
戸
四
谷
西
迎
寺　
　
　
　

59

江
戸
淺
草
誓
願
寺　
　
　
　

60

江
戸
東
海
寺
春
雨
庵　
　
　

62

と
あ
り
、
高
野
山
大
徳
院
の
55
は
三
代
好
景
が
善
門
堤
の
戦
い
で
戦
死
し
て
い
る
が
、
弟
も
同
時

に
戦
死
。
56
は
四
代
家
忠
が
八
十
五
人
と
戦
死
、
こ
の
中
で
松
平
堪
兵
衛
勝
正
・
浅
野
家
の
祖
も

戦
死
。
30
の
宇
都
宮
で
死
亡
し
た
人
で
松
平
藩
が
転
封
時
死
亡
、
慈
光
寺
に
葬
す
る
。
し
か
し
江

戸
納
38
、
島
原
本
光
寺
46
が
少
し
疑
問
の
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
島
原
浄
林
寺
」
は
現
在
存
在
し

な
く
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
み
る
と
、『
世
紀
』
元
禄
三
年
十
二
月
の
条
に
よ
る
と
、

是
よ
り
先
円
山
に
運
営
す
る
所
の
仏
寺
成
り
、号
を
浄
林
寺
と
賜
う
。
初
め
公
子（
国
千
代
）、

生
母
（
福
唱
院
）
を
円
山
に
葬
る
や
、
小
庵
を
置
き
て
以
て
守
家
と
為
す
。
此
に
至
っ
て
寺

を
建
て
、
本
光
寺
の
僧
月
泉
を
し
て
之
に
主
た
ら
し
む
。
此
の
寺
に
昔
年
寺
有
り
、
浄
林
寺

と
曰
い
て
廃
す
。
故
に
其
の
旧
号
を
襲
ぐ
な
り
。

（
元
禄
四
年
）
七
月
五
日
、
浄
林
寺
の
主
に
寄
附
牒
を
賜
う
。
其
の
文
に
曰
く
、「
肥
前
国

高
来
郡
島
原
村
の
浄
林
寺
に
、
開
墾
の
土
田
一
町
九
段
八
畝
九
歩
を
寄
附
す
。
右
の
浄
林
寺

は
徃
昔
桜
田
門
外
に
在
り
。
諸
士
の
第
宅
と
其
の
閭
を
同
じ
く
す
。
僧
徒
寺
務
を
惰
り
終
に

廃
頽
に
至
る
。
今
再
び
円
山
に
建
移
し
、
山
に
土
田
を
闢
き
て
以
て
之
に
附
す
。
故
に
悉
く

諸
課
役
を
免
除
す
る
な
り
。
主
殿
頭
花
押
」
と
。

と
、
こ
の
浄
林
寺
は
元
禄
三
年
に
早
死
し
た
子
息
の
国
千
代
、
生
母
の
菩
提
を
弔
う
為
に
円
山
に

小
庵
を
建
て
、
月
泉
を
住
職
と
し
た
。
こ
の
浄
林
寺
は
桜
田
門
外
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
排
し
て

山
の
手
の
円
山
に
旧
号
を
用
い
て
再
興
し
た
。
浄
林
寺
は
江
戸
時
代
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
が
、

明
治
に
な
り
本
光
寺
は
廃
仏
毀
釋
で
失
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
再
興
す
る
に
あ
た
り
、

本
光
寺
末
の
浄
林
寺
を
排
し
て
同
寺
を
本
光
寺
と
し
て
い
る
。
現
在
島
原
に
は
浄
林
寺
は
存
在
せ

ず
、「
浄
林
寺
山
」
と
山
の
名
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。

（
五
）
御
法
事
の
赦

こ
の
赦し
ゃ

と
は
罪
を
許
す
こ
と
で
あ
る
が
、
江
戸
幕
府
で
は
朝
暮
の
慶
弔
に
あ
た
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
。
即
位
・
改
元
、
将
軍
宣
下
な
ど
の
慶
弔
赦
を
御
祝
儀
の
赦
。
将
軍
死
去
な
ど
の
法
事
に
際

し
て
出
さ
れ
る
赦
を
御
法
事
の
赦
と
い
う
。
こ
の
法
事
の
赦
は
罪
人
の
親
族
が
寛
永
寺
・
増
上
寺

に
願
に
出
て
、
赦
免
帳
に
記
入
し
て
幕
府
に
上
申
す
る
形
で
あ
っ
た
。
島
原
で
は
旧
藩
時
代
の
赦

は
お
お
か
た
幕
府
の
法
令
に
準
じ
た
も
の
で
十
等注

７

に
分
け
て
い
た
。
ま
た
、
旧
藩
で
は
閉
門
以
下

の
「
御
免
」
が
多
く
、
刑
務
所
か
ら
出
さ
れ
て
縄
を
か
け
た
ま
ま
本
光
寺
の
客
殿
で
役
人
か
ら
訓

示
を
受
け
、
藩
士
は
何
の
罪
か
説
明
が
な
い
が
、
ま
た
、
時
に
よ
っ
て
は
町
の
別
当
・
乙
名
も
一

緒
に
出
席
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
罪
自
身
は
重
い
の
で
連
座
制
を
も
っ
て
い
た
。
福
昌
院
の
三
回
忌
、

（
二
）福
昌
院
の
法
要
の
最
後
の
文
を
示
し
て
い
る
が
、こ
れ
は
藩
士
の
世
古
徳
兵
衛
の
閉
門
御
免
。

棟
梁
大
右
衛
門
の
刑
務
所
開
放
、
町
座
頭
が
村
々
を
廻
時
に
無
断
で
馬
を
乗
り
ま
わ
し
た
、
罪
人

だ
っ
た
が
赦
免
、
堂
崎
村
の
兵
右
衛
門
は
刑
務
所
御
赦
免
等
が
あ
り
、
世
古
徳
兵
衛
門
は
本
光
寺

に
御
礼
に
来
山
し
て
い
る
。
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貞
享
五
年
八
月
五
日
の
永
春
院
三
回
忌
で
、

一
、五
日
馬
殺
せ
し
馬
取
三
人
助
命
出
籠　

仰
付
、
是
又
本
光
寺
ニ
而
源
郎
兵
衛
右
之
段
申

渡
候
事

と
、
こ
れ
は
馬
の
轡く

つ
わを
取
る
職
業
の
三
人
が
馬
殺
し
と
し
て
罪
名
が
あ
り
、
出
籠
し
て
い
る
。
こ

れ
も
本
光
寺
で
申
し
渡
し
を
し
て
い
る
。

貞
享
五
年
十
月
五
日
の
福
唱
院
の
七
回
忌
で
、

一
、
於
本
光
寺
御
法
事
ニ
付
御
赦
免
も
の
申
渡
覚

㋑
一
、
豊
州
役
人
本
多
源
八
郎
閉
門
御
免

㋺
一
、
御
茶
方
清
水
林
賀
閉
門
御
免

㋩
一
、
中
根
久
八
郎
閉
門
御
免
目
付
役
御
取
上
並
歩
行
士
被　

仰
付
候

㋥
一
、
棟
梁
杢
之
丞　

御
目
通
へ
御
作
業
方
御
用
之
節
罷
出
候
儀
今
日
迄
御
免

㋭
一
、
大
島
忠
左
衛
門
組
杖
突
甚
大
夫
閉
門
御
免
並
御
足
軽
ニ
被　

仰
付
候

㋬
一
、
高
橋
与
助
与
藤
兵
衛
大
関
甚
五
右
衛
門
覚
之
丞
閉
門
御
免

㋣
一
、
大
原
甚
五
左
衛
門
中
間
籠
舎
御
免
甚
五
左
衛
門
方
へ
房
ス

㋠
一
、
片
多
笹
右
衛
門
中
間
籠
舎
御
免
豊
州
者
故
豊
州
差
戻
ス　

当
年
之
村
夫
ニ
不
立
当
暮

此
代
リ
出
し
候
様
ニ
此
儀
郡
奉
行
共
科
代
ニ
罷
成
候
由
申
上
候
付
申
渡
候

リ
一
、
船
津
町
平
次
衞
子
仙
右
衛
門
、
先
年
酒
狂
仕
一
類
共
願
ニ
て
大
矢
野
組
へ
流
罪
申
候
、

二
三
年
以
前
御
侘
申
此
方
へ
呼
戻
候
処
又
酒
狂
親
并
親
類
共
押
込
罷
在
候
、
此
者
追
放
仕
度

願
内
々
去
年
よ
り
申
上
候
へ
共
分
ニ
差
置
候
、
今
日
勝
手
次
第
追
放
申
候
様
ニ
被
仰
出
候

ヌ
一
、
竹
盜
人
北
有
馬
村
清
右
衛
門
去
年
よ
り
籠
舎
被
仰
付
候
、
今
日
御
免
助
命
＊
＊
追
放

仕
候
様
親
類
共
へ
被
仰
出
候

ル
一
、
籠
奉
行
与
五
平
娘
老
人
大
矢
野
組
へ
流
罪
被　

仰
付
候
、
此
娘
此
方
へ
被
召
返
被
下

候
様
ニ
近
年
大
目
付
中
迄
願
申
候
今
日
御
免
被　

仰
出
候

と
、
こ
の
十
一
件
の
特
赦
を
見
て
み
る
と
、
㋑
㋺
㋬
は
閉
門
御
免
と
な
っ
て
い
る
。
㋑
の
豊
州
役

人
で
あ
る
が
、
島
原
藩
の
飛
地
（
大
分
県
）
の
役
人
の
こ
と
。
さ
ら
に
同
じ
閉
門
御
免
で
㋩
㋭
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
㋩
が
「
目
付
役
」
か
ら
「
並
歩
行
士
」
へ
の
降
格
人
事
で
あ
る
。
㋥
は
棟
梁
の

御
目
通
を
許
す
と
い
う
こ
と
。
㋣
は
籠
舎
御
免
で
刑
務
所
か
ら
出
さ
れ
て
元
の
役
に
つ
く
こ
と
。

㋠
ヌ
は
籠
舎
御
免
で
あ
る
が
、
そ
の
後
「
追
放
」
の
刑
と
な
っ
て
い
る
。
リ
は
流
罪
と
な
っ
た
人

の
事
で
、大
矢
野
組
（
天
草
）
に
酒
乱
の
罪
で
二
、三
年
流
罪
と
な
っ
て
い
た
が
、呼
戻
し
て
追
放
。

ル
は
籠
奉
行
の
娘
が
流
罪
と
な
っ
て
い
た
が
呼
戻
し
て
御
免
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
了
）

注１
、
御
墓
所
山
─
復
昌
院
の
墓
所
が
あ
る
土
地
を
「
円
山
」
と
云
っ
て
い
る
。
円
山
は
城
か
ら
約
一
キ
ロ
に

松
平
の
菩
提
寺
本
光
寺
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
寺
か
ら
約
一
キ
ロ
の
所
に
藩
関
係
の
墓
地
が
あ
る
。
円

山
で
あ
る
。
こ
の
円
山
は
も
と
丸
尾
城
と
言
っ
て
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
三
月
二
十
四
日
に
島
原

の
沖
田
畷
に
薩
摩
・
有
馬
の
連
合
軍
と
佐
賀
の
龍
造
寺
が
戦
っ
た
場
所
で
あ
る
。
こ
の
丸
尾
城
に
は
薩

摩
の
猿
亘
越
中
守
、
そ
の
他
の
薩
摩
勢
が
布
陣
し
て
「
丸
尾
城
の
戦
」
が
あ
っ
た
所
に
あ
た
る
。
こ
の

丸
尾
城
の
戦
に
つ
い
て
は
『
鍋
島
直
茂
譜
』
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
丸
尾
城
が
後
に
円
山
と
呼
ば
れ
、

現
在
は
本
丸
部
分
に
一
の
廟
所
、
次
に
二
の
廟
所
、
三
の
廟
所
は
深
溝
松
平
家
の
墓
が
あ
る
。
ま
た
、

廟
の
裏
手
に
は
当
時
の
丸
尾
城
の
石
垣
の
部
分
と
、寺
の
回
り
に
当
時
の
石
垣
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、

昔
は
本
光
寺
か
ら
円
山
に
か
け
て
「
殿
様
道
路
」
と
言
わ
れ
て
い
た
石
畳
道
路
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
江

戸
時
代
に
農
家
に
大
き
な
石
を
持
っ
て
く
る
と
粟
を
あ
げ
る
と
し
て
工
事
し
た
石
疊
道
路
で
あ
る
。が
、

現
在
は
石
畳
の
上
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
敷
い
た
道
路
と
な
っ
て
い
る
。

２
、
善
の
綱
─
墓
所
に
善
し
綱
の
意
で
、
開
帳
・
供
養
な
ど
の
時
に
仏
像
の
手
に
か
け
て
引
く
五
色
の
綱
。

３
、
四
門
を
巡
る
─
釈
尊
は
出
家
さ
れ
る
以
前
、太
子
時
代
に
巡
毘
羅
城
の
東
西
南
北
の
四
門
か
ら
出
遊
し
、

人
生
の
苦
を
ま
の
あ
た
り
に
見
て
出
家
を
決
意
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

４
、
多
福
軒
─
本
光
寺
の
塔
頭
。
禅
院
に
お
け
る
山
内
の
小
院
。
江
戸
の
始
に
は
、
三
河
本
光
寺
の
住
職
が

島
原
本
光
寺
の
住
職
に
な
る
例
が
多
か
っ
た
の
で
、
こ
の
多
福
軒
と
藩
と
の
打
合
せ
、
相
談
等
を
行
っ

て
三
河
ま
で
出
か
け
て
決
定
し
て
い
た
。

５
、
平
成
二
十
二
年
六
月
五
日
発
行
の
『
深
溝
松
平
家
墓
所
と
瑞
雲
山
本
光
寺
』
発
行
松
平
忠
貞
氏
に
よ
る

と
、
東
御
廟
所
に
あ
る
七
代
忠
雄
公
の
石
祠
が
平
成
二
十
年
夏
三
河
地
方
を
襲
っ
た
豪
雨
に
よ
り
、
墓

が
著
し
く
傾
き
、
倒
壊
す
る
恐
れ
が
生
じ
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
石
祠
を
解
体
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
事
を
総
合
し
て
調
査
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
出
土
品
の
全
様
、
人
骨
分
析
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等
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
出
土
品
は
島
原
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
、
そ
れ

は
慶
長
小
判
二
十
八
枚
、
正
徳
小
判
十
二
枚
、
享
保
小
判
四
十
二
枚
、
慶
長
一
分
金
五
十
二
枚
、
正
徳

一
分
金
十
六
枚
、
享
保
一
分
金
一
六
八
枚
、
ド
イ
ツ
製
ガ
ラ
ス
祝
杯
・
一
五
九
九
（
慶
長
四
）
年
製
四

個
、
八
角
形
聞も
ん

香こ
う

炉ろ

等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

６
、
十
等
─
高
柳
真
三
「
徳
川
幕
府
の
赦
律
に
つ
い
て
」
法
学
・
十
二
の
九
・
十
に
よ
る
と
、（
１
）
入
牢

（
２
）
遠
島
（
３
）
追
放
（
４
）
閉
門
（
５
）
逼
塞
（
６
）
遠
慮
（
７
）
戸と

〆じ
め

（
８
）
手
錠
（
９
）
押

込
（
10
）
預
の
十
等
の
刑
罪
が
あ
り
、
こ
の
中
で
閉
門
、
逼
塞
、
遠
慮
は
士
分
・
僧
侶
、
戸
〆
は
庶
民
、

押
込
は
士
分
・
庶
民
共
に
科
せ
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
自
宅
に
籠
居
せ
し
め
る
刑
で
あ
っ
て
、
そ
の
籠
居

の
程
度
及
び
形
式
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。

 
（
か
た
や
ま　

は
る
か
た　

駒
澤
大
学
名
誉
教
授
）
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